小規模農家営農継続支援事業同意書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　三田市長　　　　　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（申請者）　住所又は所在地
　　　　　　〒　　　－　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　氏     名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私は、小規模農家営農継続支援事業の補助金交付申請にあたり当該補助金で購入した機械について、購入した年度を含み10年経過しない間に売却や処分した場合、または下記の要件を満たさなくなった場合、当該補助金の全部又はその一部を返還することに同意します。
また、当該補助金の申請にあたり、必要となる営農計画等の情報を市が閲覧することに同意します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．三田市内に住所を有し、三田市内で営農を行う者であって、次の要件をすべて
満たす者（認定農業者及び認定新規就農者を除く）
①市内で農地※を30アール以上耕作している。
※所有又は利用権設定などで賃借した農地
　　②耕作する農地の過半において出荷販売を目的として水稲等を栽培している。
　　③10年以上継続して営農する見込みがある。
④当該補助金の交付を受け農業機械を購入し、補助対象農業機械と同種、同機能の農業
機械を新たに購入する場合は、補助金の交付を受けた農業機械を購入した日から起算し
て5年を経過した日以降に、交付申請を行うことができる。
